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「株券等の貸借取引の取扱いに関する規則」の一部改正について 

 

平成 22 年 10 月 19 日 

日 本 証 券 業 協 会 

 

Ⅰ．改正等の趣旨 

昨今、証券取引所における上場商品の多様化していることに対応し、従来「株券等の

貸借取引の取扱いに関する規則」の対象となっていなかった有価証券に関し、規則上の

対象有価証券に含めるなどその取扱いを明確にすることにより、貸借取引を公正かつ円

滑ならしめるため、今般、「株券等の貸借取引の取扱いに関する規則」の一部について、

以下のとおり改正を行うこととする。 

 

Ⅱ．改正等の骨子 

(1) 「株券等」及び「株券等貸借取引」の定義に新株予約権証券、新株予約権付社債

券並びに外国投資信託受益証券等を追加する。 

（第３条第１号及び第２号） 

(2) 株券等貸借取引契約の締結において、貸借期間満了前において貸借取引の対象と

なる有価証券が償還又は取得条項が適用された場合の取扱いを盛り込む旨規定する。 

（第５条第６項第８号） 

(3) その他所要の整備を図る。 

 

Ⅲ．施行の時期 

 この改正は、平成 22 年 11 月１日から施行する。ただし、改正後の第３条第２号の規

定は、第 17 条に規定する株券等貸借取引の状況の報告及び公表については、本協会が別

に定める日から適用し、同日前に行われる株券等貸借取引状況の報告及び公表について

は、なお従前の例による。 

 

以  上 

 



- 1 - 

「株券等の貸借取引の取扱いに関する規則」の一部改正について 

平成 22 年 10 月 19 日 

（ 下線部分変更） 

新 旧 

（定  義） 

第 ３ 条 この規則において、次の各号に掲

げる用語の定義は、当該各号に定めるところ

による。 

１ 株券等 

  株券、新株予約権証券、新株予約権付

社債券、出資証券（金商法第２条第１項

第６号に規定する出資証券をいう。）、

優先出資証券（協同組織金融機関の発行

する優先出資証券をいう。以下同じ。）

並びに国内の取引所金融商品市場に新

たに上場される又は既に上場されてい

る投資信託受益証券（投資信託の受益証

券をいう。以下同じ。）、外国投資信託受

益証券、投資証券、外国投資証券、受益

証券発行信託の受益証券、外国受益証券

発行信託の受益証券、外国株預託証券

（金商法第２条第１項第20号に規定す

る有価証券のうち、外国法人が発行する

株券に係る権利を表示する預託証券を

いう。以下同じ。）、外国証券信託受益証

券（受益証券発行信託の受益証券のう

ち、外国法人の発行する株券又は外国投

資信託受益証券を信託財産とするもの

をいう。以下同じ。）及びカバードワラ

ントをいう。 

（定  義） 

第 ３ 条 この規則において、次の各号に掲

げる用語の定義は、当該各号に定めるとこ

ろによる。 

１ 株券等 

  株券、優先出資証券（協同組織金融機

関の発行する優先出資証券をいう。以下

同じ。）並びに国内の取引所金融商品市

場に新たに上場される又は既に上場さ

れている投資信託受益証券（投資信託の

受益証券をいう。以下同じ。）及び投資

証券並びに外国株預託証券（金商法第２

条第１項第 20 号に規定する有価証券の

うち、外国法人が発行する株券に係る権

利を表示する預託証券をいう。以下同

じ。）及び外国証券信託受益証券（受益

証券発行信託の受益証券のうち、外国法

人の発行する株券又は外国投資信託受

益証券を信託財産とするものをいう。以

下同じ。）をいう。 

 

 

 

 

 

２ 株券等貸借取引 

当事者のいずれか一方（貸出者）が他

方（借入者）に株券等を貸し出し、合意

された期間を経た後、借入者が貸出者

に、株券等（新株予約権証券及び新株予

約権付社債券を除く。以下、本号におい

２ 株券等貸借取引 

  当事者のいずれか一方（貸出者）が他

方（借入者）に株券等を貸し出し、合意

された期間を経た後、借入者が貸出者に

対象銘柄と同種、同等、同量の株券等を

返還する株券等の消費貸借取引をいう。
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新 旧 

て同じ）については、対象銘柄と同種、

同等、同量の株券等を、新株予約権証券

又は新株予約権付社債券については、対

象銘柄と同種、同量の新株予約権証券又

は新株予約権付社債券を返還する株券

等、新株予約権証券及び新株予約権付社

債券の消費貸借取引をいう。 

３ 

～     （ 現行どおり ） 

11 

 イ 

～     （ 現行どおり ） 

 ホ 

 

 

 

 

 

 

 

３ 

～    （ 省   略 ） 

11   

イ 

～     （ 省   略 ） 

ホ  

（株券等貸借取引契約の締結） 

第 ５ 条 

１ 

～            （ 現行どおり ） 

５ 

（株券等貸借取引契約の締結） 

第 ５ 条 

１ 

～           （ 省   略 ） 

５  

６ 第２項及び第３項に規定する個別取引契

約書、借用証書又は個別取引明細書には、

次の各号に掲げる事項を記載しなければ

ならない。ただし、第８号に掲げる事項が

基本契約書に記載されている場合は、同号

に掲げる事項の記載を省略することがで

きる。 

１        （ 現行どおり ） 

２ 銘柄名（新株予約権証券又は新株予約

権付社債券の場合には銘柄名及び回号）

３ 

～     （ 現行どおり ） 

７ 

８ 新株予約権付社債券、取得条項が付され

た種類株式又は新株予約権証券の個別取

引を行う場合は、貸借期間中に新株予約権

付社債券が償還された場合の措置又は貸

６ 第２項及び第３項に規定する個別取引

契約書、借用証書又は個別取引明細書に

は、次の各号に掲げる事項を記載しなけれ

ばならない。 

 

 

 

１      （ 省   略 ） 

２ 銘柄名 

 

３  

～    （ 省   略 ） 

７  

（ 新    設 ） 
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新 旧 

借期間中に取得条項が適用された場合の

措置などの必要な措置 

９    （ 現行どおり ） 

７ 

～             （ 現行どおり ） 

11 

 

 

 ８      （ 省   略 ） 

７ 

～           （ 省   略 ） 

11 

（担保金の代用） 

第 ７ 条 前条及び次条に規定する担保金は、

有価証券等をもって代用することができ

る。なお、担保金の代用として受け入れる

有価証券等（以下「担保金代用有価証券」

という。）の受入れに当たっては、その担

保金としての実効性に十分留意するとと

もに、証憑書類等を保管しなければならな

い。 

２ 借入者が借入れた株券等を貸出者を通

じて売却する目的で行う株券等貸借取引

に際し、担保金の代用として受け入れるこ

とができる有価証券等の種類は次の各号

に掲げるものとし、その受け入れの際の代

用価格は、その前日の時価に当該各号に掲

げる率を乗じた額を超えない額とする。 

（担保金の代用） 

第 ７ 条 前条及び次条に規定する担保金

は、有価証券等をもって代用することがで

きる。なお、担保金の代用として受け入れ

る有価証券等（以下「担保金代用有価証券」

という。）の受入れに当たっては、その担

保金としての実効性に十分留意するとと

もに、証憑書類等を保管しなければならな

い。 

２ 借入者が借入れた株券等を貸出者を通

じて売却する目的で行う株券等貸借取引

に際し、担保金の代用として受け入れるこ

とができる有価証券等の種類は次の各号

に掲げるものとし、その受け入れの際の代

用価格は、その前日の時価に当該各号に掲

げる率を乗じた額を超えない額とする。 

１ 国内の取引所金融商品市場に上場さ

れている株券（外国投資信託受益証券、

外国投資証券、外国株預託証券、優先出

資証券、受益証券発行信託の受益証券、

外国受益証券発行信託の受益証券及び

外国証券信託受益証券を含む。） 

100 分の 80

２ 

～    （ 現行どおり ） 

21 

３         （ 現行どおり ） 

１ 国内の取引所金融商品市場に上場さ

れている株券（外国投資証券、外国株預

託証券、優先出資証券及び外国証券信託

受益証券を含む。第３条第 11 号イに同

じ。）          100 分の 80

 

 

２ 

～    （ 省   略 ） 

21  

３    （ 省   略 ） 
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新 旧 

（貸借残高等の照合） 

第 12 条 会員は、取引相手方（特定投資家を

除く。次項において同じ。）に対して、３か

月に１回以上の割合において、貸借対象株

券等及び担保金等の残高について残高照

合を行わなければならない。 

２      （ 現行どおり ） 

 

付  則 

 この改正は、平成 22 年 11 月１日から

施行する。ただし、改正後の第３条第２

号の規定は、第 17 条に規定する株券等

貸借取引の状況の報告及び公表につい

ては、本協会が別に定める日から適用

し、同日前に行われる株券等貸借取引状

況の報告及び公表については、なお従前

の例による。 

 

（貸借残高等の照合） 

第 12 条 会員は、取引相手方に対して、３

か月に１回以上の割合において、貸借対象

株券等及び担保金等の残高について残高

照合を行わなければならない。 

 

２     （ 省   略 ） 
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